
  

 

特別養護老人ホームからまつ苑入所にあたり、個別事項については概ね次のとおりです。   

 

  

１．受入できない方 

 

（1） 入院加療や継続的な専門的医療が必要な方、24 時間看護が必要な方、また未治療の急性期

疾患がある方 

（2） 他の利用者への暴力、暴言等があり集団生活が困難な方 

（3） 自傷、他害行為がある方 

（4） 感染症等で医師が入所困難と判断した方 

（5） 内服以外の麻薬での疼痛緩和的医療が必要な方 

 

２．入所当初から医療的ケアの必要な方を受入れについて 

 

ケース 可 検討 不可 備考 

経管栄養（胃ろう） ●    

経管栄養（鼻腔）   ●  

在宅酸素   ●  

留置カテーテル ●    

ストーマ ●    

気管切開   ●  

感染症（疥癬・結核等）   ●  

インシュリン  ●   

褥瘡(床ずれ) ●    

透析 ●   通院対応が可能な方 

IVH・CV ポート   ●  

吸痰  ●   

※医療的ケアの内容により受入れ人数には制限がありますのでご注意ください。 

特別養護老人ホーム からまつ苑 医療ケア等の取り扱いについて 


